
北杜市まちづくり条例に基づく開発事業の手続のフロー

開発区域に該当する面積は？

1,000㎡以上

事前協議

（関係部署との調整）

1,000㎡未満

高さ15m以上の工作物設置か？

いいえ
はい

非該当

開発事業（第19条）に該当

近隣関係者・関係行政区等

に対する説明会

開発計画協議申出書提出

書類審査

庁内開発行為審査会

決裁手続き
不同意

開発計画協議通知書

（不同意）

計画の見直し

協定締結

同意

開発計画協議通知書交付

工事着手届提出

変更申請協議 計画変更
あり

開発計画変更協議申出書提出

開発計画変更協議通知書交付

工事完了届提出 完了検査 検査済証交付

なし

開発区域の面積が

3,000㎡以上の場合
土地利用審議会

【山梨県中北建設事務所都市整備課】

都市計画法または

山梨県宅地開発の基準に関する条例

に係る手続き

事業者が行う手続き

市役所が行う手続き

判断を要する事項

※大規模開発事業について
下記に該当する事業は別途手続きが必要

・開発区域の面積が10,000平方メートル以上の

開発事業

・店舗面積の合計が3,000平方メートル以上の

開発事業

・開発区域の面積が3,000平方メートル以上の

規則で定める施設（卸売市場、火葬場、と畜場、汚

物処理場、ごみ焼却場及びごみ処理施設）の建設

を目的とする開発事業


